
医療機関 医務課医療計画係 医務課医療指導係 時期

○手続方法の把握 ○手続方法について通知

N-1年

○対象機器の購入（更新）の検討

○確認願い提出（指定様式） ○書類受理・確認（審査）

○変更許可申請等（建替、改修工事等の場合） ○書類受理・確認

○調整会議に参加（原則）、説明 ○調整会議等で報告、確認（保健福祉事務所又は医務課） 書類審査

N年

○建替・改修工事等の準備

○変更許可書等受領 審査後、許可手続

・建替、改修工事等着工→竣工

○確認証交付申請書申請（指定様式） ○書類審査後、交付

○確認証受領

事務フロー図（目安）
【地域医療構想の実現のための病床再編等の促進に向けた特別償却制度】

※ 医療従事者の労働時間短縮やチーム医療推進に資する器具備品・ソフトウェアの取得等における事務の流れについては、医務課医師
確保対策係にお問い合わせください。

※ 書類審査には、資料の追加等により時間を要する場合がありますので、余裕をもって申請してください。

○事前相談

調整会議等で承認後、通知


